
記者配布（発表）資料 

令和２年４月１５日 

タ イ ト ル 小・中学校臨時休校等について 

目   的 

及び 

内   容 

山口県内全域に新型コロナウイルス感染症が広がり、山口県からも小・

中学校の臨時休校の協力要請がありました。 

柳井市においてもこの状況を踏まえ、下記のとおり、市内小・中学校の

臨時休校を行います。 

 また、柳井・大畠両図書館、柳井ウエルネスパークにつきましても、下

記のとおり、閉館及び一部利用停止を行います。 

 

記 

 

１．小・中学校臨時休校期間 

   令和２年４月１７日（金）から令和２年５月６日（水）まで 

※４月１６日（木）の給食後に児童生徒は下校します。 

※放課後児童クラブを利用している児童の学校での預かりについ

ては別紙資料②をご参照ください。 

２．柳井・大畠図書館閉館期間 

令和２年４月１７日（金）から令和２年５月７日（木）まで 

※返却ポストへの返却のみ可能です。 

３．柳井ウエルネスパーク 

   令和２年４月１７日（金）から令和２年５月１０日（日）までパー

ク内の大型遊具を利用停止 

問い合わせ 

・小・中学校臨時休校期間について 

 柳井市教育委員会学校教育課 

 TEL 0820-22-2111 内線 320 担当：中本 

・児童クラブについて 

 柳井市健康福祉部社会福祉課 

 TEL 0820-22-2111 内線 180 担当：藤村 

・柳井・大畠図書館閉館期間について 

 柳井市立柳井図書館 

 TEL 0820-22-0628 担当：石岡 

柳井市立大畠図書館 

 TEL 0820-45-2226 担当：吉村 

・柳井ウエルネスパークの一部利用停止について 

柳井市教育委員会生涯学習・スポーツ推進課 

 TEL 0820-22-2111 内線 334 担当：内山 

 



別添資料① 

 

 保護者 様 

 

 

令和２年(2020年)４月１５日               

 

   柳井市立〇〇小・中学校 

    校長 〇 〇 〇 〇 

                   

新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休校について 

 

 新型コロナウイルス感染症対策について、ご家庭においても適切に対応してくださり、

心より感謝申し上げます。 

 さて、報道等でご案内のとおり、県内全域に感染が広がり、県からも小・中学校の臨時

休校の協力要請がありました。柳井市においてもこの状況を踏まえ、児童生徒の安全を確

保する観点から、市内小・中学校の臨時休校をすることになりました。 

 つきましては、下記の事項に留意され、ご理解、ご協力のほど、お願いします。 

 なお、今後、国の動向及び地域の感染状況に応じ、期間等変更の可能性もあることを、

お伝えします。 

 

記 

 

１ 臨時休校期間 

  令和２年４月１７日（金）から令和２年５月６日（水）まで 

※ ４月１６日（木）の給食後、下校します。 

 

２ 臨時休校中の留意事項 

 （１）感染拡大防止について 

    手洗いや咳エチケット、換気といった基本的な感染症対策を徹底するとともに、 

  ３つの密（密閉・密集・密接）を避けるために、週末を含め基本的に自宅で過ごし、 

  不要不急の外出を避けるようお願いします。 

 （２）家庭での学習について 

    学校からの学習課題だけでなく、自主学習や読書に親しむよい機会と捉え、家庭 

  でも声かけをお願いします。 

 （３）心身の健康保持について 

    近距離で組み合ったり接触したりする場面が多い遊び・運動は避ける必要があり 

  ますが、自宅付近での日常的な運動（ジョギング、散歩、なわとび等）は問題あり 

  ません。 

 （４）学校図書館、学校屋外運動場の開放中止について 

今回は、感染症予防のため学校図書館、学校屋外運動場は開放しませんので、 

ご了承ください。 



別添資料② 

 

 放課後児童クラブ 保護者 様 

 

 

令和２年(2020年)４月１５日               

 

柳井市健康福祉部社会福祉課長 

柳井市教育委員会学校教育課長 

                   

新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休校について 

 

 新型コロナウイルス感染症対策について、ご家庭においても適切に対応してくださり、

心より感謝申し上げます。 

 さて、山口県内の感染者の発生状況を踏まえ、児童の安全を確保する観点から、柳井市

内小・中学校の臨時休校が決まりました。 

 つきましては、下記の事項に留意され、ご理解、ご協力のほど、お願いします。 

 なお、今後、国の動向及び地域の感染状況に応じ、期間等変更の可能性もあることを、

お伝えします。 

 

記 

 

１ 臨時休校期間 

  令和２年４月１７日（金）から令和２年５月６日（水）まで 

※ ４月１６日（木）の給食後、下校 

 

２ 臨時休校中の留意事項 

 （１）感染拡大防止について 

    手洗いや咳エチケット、換気といった基本的な感染症対策を徹底するとともに、 

  ３つの密（密閉・密集・密接）を避けるために、週末を含め基本的に自宅で過ごし、 

  不要不急の外出を避けるようお願いします。 

 （２）家庭での学習について 

    学校からの学習課題だけでなく、自主学習や読書に親しむよい機会と捉え、家庭 

  でも声かけをお願いします。 

 （３）心身の健康保持について 

    近距離で組み合ったり接触したりする場面が多い遊び・運動は避ける必要があり 

  ますが、自宅付近での日常的な運動（ジョギング、散歩、なわとび等）は問題あり 

  ません。 

 

（４）学校での預かりについて 

   放課後児童クラブに在籍するお子さんで、家庭で過ごすことができない場合は、

  ８時から放課後児童クラブが開設されるまで、学校で受け入れます。 

  ※ 教職員が学習を保障することを目的とした受け入れではありません。 

  ※ 放課後児童クラブは、これまで通りの運営となります。 

  ※ 放課後児童クラブに在籍している場合であっても、感染防止を考慮し家庭で 

の保育が可能な場合は、利用中止をご検討ください。なお、休校期間中の利用

を希望されない場合は、学校及び放課後児童クラブに直接ご連絡ください。 

   〇 午前８時から午前８時３０分までに、保護者同伴のうえ、お子さんを学校 

    の受付（職員室）に連れてきてください。その際、健康状態（体温等）もお 

    伝えください。 

   〇 弁当と飲み物、上履きを持参させてください。服装は、制服でも私服でも 

     かまいません。 

   〇 自習できる物や筆記用具を持参させてください。 

 


